
ボスニア・ヘルツェゴビナ（ＢＨ）情勢月報（平成２９年７月分） 

平成２９年８月 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

（注：以下は、現地紙など公開情報をとりまとめたものです。） 

１．国内情勢 

（１）国家レベル 

●ＢＨ憲法裁判所、「ＢＨ独立記念日」及び「Ｂ

Ｈ建国記念日」の合憲性を認める判決（６日） 

 ６日、ＢＨ憲法裁判所は、ＢＨ連邦の「ＢＨ独

立記念日（３月１日）」及び「ＢＨ建国記念日（１

１月２５日）」のＢＨ憲法に対する合憲性を認め

る判決を下した。 

 本件は、ＢＨ憲法裁判所による２０１６年１１

月の「ＲＳの日」に関する違憲判決の後、３０

名のＲＳ国民議会議員により提起された２件

の合憲性訴訟に対する判決。３月１日は、１９

９２年にセルビア系住民によるボイコットの中、

独立を問う住民投票が実施され、旧ユーゴス

ラビア連邦から「ＢＨ共和国」として独立した日

であり、「ＢＨ共和国」から一部法律を引き継ぐ

ＢＨ連邦が、「ＢＨの独立記念日」と制定し、Ｂ

Ｈ連邦内では祝日として祝われている。１１月

２５日は、１９４３年に「ＢＨ社会主義共和国」と

して、旧ユーゴスラビア連邦の一構成共和国

となった日であり、同様にＢＨ連邦の法律で

「ＢＨ建国記念日」と制定され、祝日となってい

る。 

 合憲性を認める本判決に対し、ドディックＲＳ

大統領は「ＢＨ憲法裁判所は２名のボシュニャ

ク系と３名の国際判事に牛耳られている」と述

べ、ＢＨ憲法裁判所からのセルビア系判事２

名の引き上げを要求した。また、イバニッチ大

統領評議会議長（当時、セルビア系）は「本判

１． 国内情勢 

（１） 国家レベル 

（２） エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（BH 連邦） 

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

   ※当該月、ブルチュコ特別区に関する主立ったニュースはなし。 

２． 外政 

（１） 多国間、国際・地域機構 （EU 加盟プロセスを含む） 

（２） 二国間関係 

３． 経済 

（１） 経済指標 

（２） 経済政策、公共事業 

（３） 経済協力 

（４） 民間セクター 
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決がＢＨの状況を更に複雑化させ、民族間の

不信感を募らせるだろう。」と発言した。 

 

●ＢＨ憲法裁判所、２０１６年１２月の「リュービ

ッチ事件」違憲判決に対する追加の決定（６

日） 

 ６日、ＢＨ憲法裁判所は、２０１６年１２月に、

「リュービッチ事件」（注：ＢＨ選挙法におけるＢ

Ｈ連邦議会上院に関する議員選挙規則のＢＨ

憲法への合憲性と問うた訴訟）に対し同裁判

所が下した違憲判決に関し、ＢＨ議会が、６か

月以内に憲法に合致するように法改正を実施

する義務を怠った旨の決定を下した。加えて、

違憲とされた全条項を、本決定がＢＨの官報

に掲載される日より無効とする旨も決定した。 

 本決定に関し、報道各社は、同違憲判決に

従ってＢＨ選挙法を改正しない限り、２０１８年

１０月に予定させている国政選挙の結果は無

効となり、すなわちＢＨ連邦議会上院に加え、

ＢＨ連邦政府及びＢＨ議会上院も成立しない

旨の懸念を伝えている。 

なお、クロアチア系議員団提出のＢＨ選挙

法改正法案は、本違憲判決を解決する内容

である。他方、同改正法案にはＢＨ大統領評

議会メンバーの選出等他の内容が含まれて

おり、かつ、緊急審議手続きで提出されている

ため一切の審議と修正が認められないことが

主に問題視されている。 

 

●第２２回スレブレニツァ・ジェノサイド追悼式

典の開催 

 １１日、第２２回スレブレニツァのジェノサイド

追悼式典がポトチャリ・メモリアルセンターにて

実施された。約１５，０００名が参加し、イゼト

ベゴビッチ大統領評議会メンバー（ボシュニャ

ク系）及びヌーマン・クルトゥルムシュ・トルコ副

首相、本年末で閉鎖予定の旧ユーゴ国際刑

事裁判所（ＩＣＴＹ）のアギウス所長等が追悼ス

ピーチを行った。その後、イスラム教宗教行事

に続き、同記念墓地に犠牲者特定の為のＤＮ

Ａ鑑定が完了した７１名の遺体が埋葬された。 

なお、式典の７日前には、スレブレニツァ市

において、市議会の後援で同ジェノサイドを否

定する本の発売記念会が企画されたり、同ジ

ェノサイド２０周年に際した「スレブレニツァの

ジェノサイドを非難する国連決議」に対して拒

否権を発動したチュルキンＵＮ露大使（当時）

が２月に亡くなったことを受け、同大使の像を

スレブレニツァ市に建立する動きもあり、また、

同ジェノサイドを指揮し現在ＩＣＴＹにおい公判

中のムラディッチ将軍を支援する集会が同１１

日にバニャ・ルカで企画されるなど、対立を煽

る動きも見られた。これら企画は何れも、対立

を根深くするものとして各所より非難の声が上

がり、結果的に延期、変更もしくは中止され

た。 

 

●ＢＨ議会上院クロアチア系議員団、公共放

送法案の提出（１２日） 

 １２日、ＢＨ議会上院のクロアチア系議員団

は、通常審議手続きにて、議会上院に「公共

放送法案」を提出した。同法案は、長年の懸

案事項であるＢＨにおける公共放送の資金調

達の解決に加え、今までは国営放送が１局、

各エンティティに１局ずつであった公営放送局

を、ＢＨ連邦においては２局とし、モスタルを本

拠地としたクロアチア系に向けた新公営放送

局を設置することを目的としている。 

 同法案における資金調達の方法は、加入者

減少により問題を来している、従来の固定電

話料金への上乗せに加え、自動車登録料へ

の上乗せを規定しているほか、各放送局は活
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動予算の３０％を限度に、国家機関、エンティ

ティ、カントン及び市政府予算から活動資金を

得られると規定している。 

 

●ＨＤＺ及びＳＮＳＤによる会合で、政党協力

を再確認（１２日） 

 １２日、チョービッチＨＤＺ党首（大統領評議

会メンバー（当時）クロアチア系）と、ドディック

ＳＮＳＤ党首（ＲＳ大統領）が両党の有力議員

を連れて、モスタルにて会合し、公共放送法

案、ＢＨ選挙法改正法案、全政治レベルにお

ける様々な問題に関する相互協力を確認し

た。 

 チョービッチＨＤＺ党首は、後日ラドンチッチＳ

ＢＢ党首（ボシュニャク系）及びイゼドベゴビッ

チＳＤＡ党首（大統領評議会メンバー、ボシュ

ニャク系）とも個別に面会し、面会後「我々は、

ＳＤＡとの（連立）協力関係には大きな問題を

抱えているが、ＳＢＢとの間では欧州大西洋

統合に向けた大抵の事項で合意している。」と

発言した。 

 

●ＢＨ大統領評議会議長の交代（１７日） 

 １７日、チョービッチ大統領評議会メンバー

（クロアチア系）が、イバニッチ大統領評議会メ

ンバー（セルビア系）に代わり、大統領評議会

議長に就任した。 

 ＢＨ大統領評議会では、各主要民族の代表

３名による８ヶ月毎の議長の輪番制を採って

おり、チョービッチ議長の任期は２０１８年３月

１６日までとなる。 

 

●イゼトベゴビッチＢＨ大統領評議会メンバー

（ボシュニャク系）、ＢＨ検察庁と和平履行評議

会に書簡を発出（１７日） 

 １７日、イゼトベゴビッチ大統領評議会メンバ

ー（ボシュニャク系）が記者会見を行い、ドディ

ックＲＳ大統領はデイトン和平合意（ＤＰＡ）に

違反している旨の書簡を、インツコ上級代表

（ＨＲ）、和平履行委員会（ＰＩＣ）及びＢＨ検察

庁宛てに発出したと発表した。 

 同メンバーによると、７日にブラトゥナツ市で

開催されたセルビア系による自民族の紛争被

害者追悼式典において、ドディックＲＳ大統領

が、ＢＨの市民を前に「我々はイスラム系の

様々な団体による、ドリナ川付近に紛争後イ

スラム教徒に帰還するように指示もしくは促し、

同地域を再び占領するためのプロジェクトの

存在に気づいている。」と発言したことは、ＤＰ

Ａ付属書７に加え、難民及び国内避難民に対

する差別の禁止を定めたＢＨ憲法２条に違反

すると指摘した。また右に関し、インツコＨＲ及

びＰＩＣに対しては、ＤＰＡの履行に責任を持つ

国際社会として、同大統領の行動に遅滞なく

適格に対処することを求め、ＢＨ検察庁には

報告書を提出し、捜査を依頼したと言う。 

 上記に対し、検察庁は、上記報告書を基に

捜査を開始したことを認めた。なお、インツコＨ

Ｒは、１６日に既に、同大統領の発言に対し批

判する旨の声明を発出している。 

 

●ＢＨ議会上院、クロアチア系議員団提出の

ＢＨ選挙法改正法案を採択（１９日） 

 １９日、ＢＨ議会上院は、クロアチア系議員

団提出のＢＨ選挙法改正法案を緊急手続きに

おいて採択した。採決では、クロアチア系議員

及びセルビア系の国政野党が賛成票を投じ、

ボシュニャク系が反対、セルビア系の国政与

党は棄権した。 

  なお、同選挙法案の内容及び緊急審議手

続きという方法に関し、５月４日にボシュニャク

系議員団は「民族の死活的利益（ＶＮＩ）」の申
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し立てを行ったが、７月６日、ＢＨ憲法裁判所

は、同選挙法及び手続きはボシュニャク系の

ＶＮＩを侵害するものではないと判断し、改正の

手続きは、ＢＨ憲法に従って進められるべきで

あると判決を下した。今回の議会における取

扱いは同判決に対応するもの。 

採決の結果に関し、ソフティッチＢＨ議会上

院副議長（ＳＤＡ、ボシュニャク系）は、「選挙法

という重要法案を緊急審議手続きで取り扱う

べきではない」と述べ、「同法案がＢＨ議会を

通過するという数的根拠はない。」と付言した。

同法案は、今後ＢＨ議会下院に送られるが、

ボシュニャク系が強硬に反対しており、下院で

の採択は難しいと見られている。 

 

 （２）エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

●ＢＨ連邦議会下院、ＢＨ連邦政府不信任決

議案を否決（２６日） 

 ２６日、ＢＨ連邦議会下院は、５月１７日に、

ＳＤＰ及びＤＦの議員によって提案されたＢＨ

連邦政府不信任案について否決した。 

長時間に渡った討議において、提案者は、

「不信任案は、ＢＨ連邦政府２０１６年活動報

告書が否決された事実の論理的帰結である。」

と主張し、連立与党側は、「今後、新政府を任

命するために過半数の賛同を議会で確保す

ることは非常に困難である。」と反対した。議

決では２４名が不信任案に賛成したのに対し、

２８名の反対及び２名の棄権で、同案は否決

された。 

 

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

●ＢＨ裁判所、「ＲＳの日」住民投票委員会メ

ンバー４名の起訴を棄却（１９日） 

 １９日、ＢＨ裁判所は、「ＲＳの日」の是非を

問う住民投票委員会のメンバー４名の起訴に

ついて、正当な理由がないとして棄却した。 

 上記起訴は、１４日、ＢＨ検察庁が、２０１６

年９月に「ＲＳの日」の是非を問う住民投票を

禁止したＢＨ憲法裁判所の判決を遵守せず、

１０月に住民投票を実施したとして、ＲＳ住民

投票実行委員会のメンバー４名を訴えたもの。

なお、ＢＨ憲法では、憲法裁判所の判決に従

わないものは、全員起訴されると定められて

いるが、検察庁は、住民投票に対し重要な政

治的判断を下したとされるドディックＲＳ大統

領やツビヤノビッチ首相には、その行為によっ

て住民投票に加担もしくは教唆したという十分

な証拠がないとして捜査を打ち切っていた。 

検察庁は棄却を不服として即日控訴したが、

２１日、ＢＨ裁判所司法委員会は控訴の棄却

を決定した。同裁判所の判断を賞賛するＲＳ

に対して、ＳＤＡ（ボシュニャク系）は、検察庁と

裁判所に詳細な説明を求め、「ＢＨの法の支

配は見せかけである。」と非難する声明を発

表した。 

 

２．外政 

（１）多国間、国際・地域機構（ＥＵ加盟プ

ロセスを含む） 

●第２回安定化・連合評議会の開催（１０日） 

 １０日、ブリュッセルにおいて、ＥＵ・ＢＨ間の

第二回安定化・連合評議会が開催され、ＢＨ

からはズビズディッチ閣僚評議会議長を代表

として、シャロビッチ副首相兼対外貿易経済関

係相、ツルナダク外相、ジュガ財務副大臣、及

びディルベロビッチ欧州統合局長が出席し

た。 

 同評議会後、モゲリーニ外交安全保障政策

上級代表は、「ＢＨは２０１５年９月の第一回同
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評議会から、ＥＵ加盟プロセスを大きく前進さ

せた。」と評価しつつ、「ＢＨは構造改革と司法

の中立化に取り組まなければならない。また

燃料税増税法案を可決するとともに、運輸に

関する合意（西バルカン運輸共同体条約）に

署名する必要がある。」と述べた。ズビズディ

ッチ閣僚評議会議長は、「ＢＨは自国の優先

事項であるＥＵ加盟プロセスの推進、経済発

展及びあらゆる形のテロとの闘いに引き続き

取り組んでいく。」と述べ、「過去１６か月間に

おいて、ＢＨから外国の戦場に志願兵が向か

ったデータはなく、２０１７年には志願兵の出

国のみならず帰国のケースも一件もない。」と

強調し、ＢＨにおけるテロの脅威への懸念を

否定した。また、同議長は、ＢＨのＥＵ加盟プ

ロセスには、国内からの妨害が度々あること

も述べ、これに対しシャロビッチ副首相は「ブリ

ュッセルでは、ＢＨの運輸共同体参加へのブ

ロック問題は非常に悪評となっており、ＲＳ政

府がＢＨ全体を孤立させるべきではないことが

言及された。」と明かした。 

 

●トリエステ・西バルカン首脳会合の実施。Ｂ

Ｈ、西バルカン運輸共同体条約に署名できず

（１２日） 

 １２日、イタリアのトリエステ市において、英、

独、仏、伊、スロベニア、クロアチア、ＥＵの代

表者及び、ＢＨを始めとする西バルカン諸国６

か国の代表者らが参加して西バルカン首脳会

合が実施された。 

 同首脳会合においては、ＥＵ側とＢＨを除く

西 バ ル カ ン ５ か 国 が 、 運 輸 共 同 体 条 約

(Transport Community Treaty)に署名したが、

ＢＨはＲＳ政府の反対により参加を見送った。

同条約は、ＥＵ加盟を目指す西バルカン諸国

間のネットワークを構築し、西バルカン諸国と

ＥＵとの間で、陸上・河川・海上交通と交通運

輸インフラの単一市場の形成を目指すもので

ある。ＲＳは同条約に対し、ＢＨを代表するの

は国家レベルだけでなく、エンティティレベル

の関係大臣も含まれるべきとして、３名の輪番

制を加盟条件としたが、受け入れられなかっ

た。 

 ＢＨは、同条約への不参加により、４案件に

対する、総額２億４，１６０万ユーロ分（内４，６

１０万ユーロは無償）のＥＵからの援助を受け

られないことになる。現在、ＢＨ閣僚評議会及

び関係省庁は、遅れての参加を目指し、ＲＳと

の交渉を続けている。 

 

●ＢＨ司法改革に関するＥＵ「構造対話」枠組

における司法省会議の開催（２０日） 

 ２０日、バニャ・ルカにおいてＢＨの司法改革

のために始まったＥＵ「構造対話」枠組みにお

ける司法省の省内会議が開催され、ＥＵメン

バー国の専門家による新ＢＨ裁判所法に対す

る提案につき討議された。同案は、ＥＵ基準と

国内各レベルの裁判規則の法秩序を合致さ

せ、法的明確性と司法の有効的機能の確保

するものであり、欧州委員会は、ＢＨ当局に対

し、同提案の迅速な法案化、その提出及び成

立に対する政治的支持を求めている。 

 

（２）二国間関係 

●ＢＨ・クロアチア合同閣議の開催（７日） 

 ７日、サラエボにおいてＢＨ・クロアチア合同

閣議が７年ぶりに開催され、両国間の善隣関

係や、ＢＨのＥＵ加盟プロセス及びＮＡＴＯの加

盟アクションプラン（ＭＡＰ）開始に対するクロ

アチアの支援方針が確認された他、運輸ルー

トの連結を含む国境間強力、環境保護協力、

治安協力、経済関係の強化等が話合われ
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た。 

 また、同閣議では、欧州パートナー合意、行

方不明者捜索協力合意及び観光協力合意等、

数々の合意が担当閣僚間で署名された。 

 記者会見において、プレンコビッチ・クロアチ

ア首相は、「クロアチアにとり、ＢＨ憲法の枠組

みで、ＢＨを構成し同権を有するクロアチア系

の状況に関して注意を払うメッセージを発出し

続けることが重要。ＢＨの全政党、各機関、各

民族が独力で最善の方法にて関係を構築し、

特に２０１８年選挙が法整備の面でも公正さに

おいても必要な全ての基準を満たすことを期

待する。」と述べ、クロアチア系議員団が提出

したＢＨ選挙法改正法案への支持をほのめか

した。 

 スビズディッチ閣僚評議会議長は、「合同閣

議では５０以上の案件について話し合われ、

相互尊重の精神で各課題に取り組んでいく姿

勢が示された。」と評価しつつも、「クロアチア

大統領を含む西バルカン地域のリーダーによ

る、ＢＨにおけるテロの脅威に関する発言は

受容しがたい。」と述べた。 

 

●ザーエフ・マケドニア首相等のＢＨ訪問（２２

－２３日） 

 ２２－２３日、ザーエフ・マケドニア首相率い

るマケドニア各両団がＢＨを来訪し、ＢＨ閣僚

評議会及びＢＨ大統領評議会メンバー等と会

談を行った。 

 閣僚評議会との会談後の記者会見において、

ザーエフ首相は「マケドニア・ＢＨ間には未解

決の問題は無く、建設的かつ友好的な関係に

あり、両国は様々な分野での協力に前向きで、

特に経済分野における関係強化に合意した。」

と述べた。ズビズディッチＢＨ閣僚評議会議長

は「２０１７年末までに両首都間の直行便の運

行を開始する予定であり、右は商業及び観光

の関係促進に繋がるだろう。」と発表し、また

今回の訪問では、農業及び文化に関する合

意をそれぞれ締結し、２０１７年中に、合同閣

議の開催、及び経済協力、観光、道路及び輸

送に関する合意の締結も予定している旨付言

した。 

 

●ダルマノビッチ・モンテネグロ外相のＢＨ訪

問（２４－２５日） 

 ２４－２５日、ダルマノビッチ・モンテネグロ外

相がＢＨを来訪し、ツルナダクＢＨ外相呼びＢ

Ｈ大統領評議会メンバーと会談を行った。 

 外相会談では、両外相により、ＢＨ及びモン

テネグロ政府による外交領事関係における共

同事務所に関する合意が署名された。記者会

見において、ツルナダク外相は、「両国は強い

友好関係を築いており、同合意は、両国の相

互尊重と信頼の証の一つである。」と述べた。

ダルマノビッチ外相は、両国は地域の安定の

貢献しており、政治や治安の安定無しには、

友好関係は築けない旨、そしてＢＨの欧州統

合プロセスは地域全体に重要であり、モンテ

ネグロはＢＨのプロセスを支援すると強調し

た。 

  

３．経済 

（１）経済指標 

●ＧＤＰ成長率 

 ＢＨ統計局によると、１７年第１四半期は、前

年同時期と比較して、実質ＧＤＰは２．７％の

増加となった。 

 

●鉱工業生産高 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年６月の鉱
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工業生産高は、１７年５月と比較して、３％の

増加。 

 

●雇用／失業者数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年５月のＢＨ

全体の雇用者数は７５６，３６９人。同月の失

業者数は４８７，４２４人で失業率は３９．２％と

なった。 

 

●平均給与 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年５月のＢＨ

における平均給与（手取り）は８６０ＫＭ（約４４

７ユーロ）となった。 

 

●消費者物価指数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年６月の消

費者物価指数は前月から０．５％の減少。 

 

●貿易額 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年１月～６月

のＢＨの輸出額は５２億１，０１０万ＫＭ（約２６

億６，５００万ユーロ）、輸入額は８６億１，４３０

万ＫＭ（約４４億６３０万ユーロ）となった。 

・輸出相手国上位５ヵ国（貿易額、１７年１月～

６月）：①ドイツ（７億７，２７０万ＫＭ／約３億９，

５２０万ユーロ）、②クロアチア（６億１８０万Ｋ

Ｍ／約３億７８０万ユーロ）、③イタリア（６億１

１０万ＫＭ／約３億７５０万ユーロ）、④セルビ

ア（４億９，６４０万ＫＭ／約２億５，３９０万ユー

ロ）、⑤スロベニア（４億６，０２０万ＫＭ／約２

億３，５４０万ユーロ）参考：日本（５３万８，００

０ＫＭ／約２７万５，０００ユーロ） 

・輸入相手国上位５ヵ国（貿易額、１７年１月～

６月）：①ドイツ（１０億５００万ＫＭ／約５億１，

４１０万ユーロ）、②イタリア（９億９，４４０万Ｋ

Ｍ／約５億８７０万ユーロ）、③セルビア（９億３，

８８０万ＫＭ／約４億８，０２０万ユーロ）、④ク

ロアチア（８億２，９５０万ＫＭ／約４億２，４３０

万ユーロ）、⑤中国（５億６，６２０万ＫＭ／約２

億８，９６０万ユーロ） 参考：日本（５，４７８万

３，０００ＫＭ／約２，８０２万２，０００ユーロ） 

＊上記数値はいずれも原産国及び仕向国に

よる算出。 

 

●観光客数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１７年６月、ＢＨ

にはのべ１２５，６１６人（うち日本からは１，１

７５人）の観光客が訪れた（注：宿泊を伴った

観光客の総計）。 

 

（２）経済政策、公共事業 

●ノバリッチ BH 連邦首相、ＩＭＦによる拡大信

用供与措置の終了の可能性を否定 

１日付サラエボ・タイムズは、ノバリッチＢＨ

連邦首相が、ＩＭＦの拡大信用供与措置（ＥＦＦ）

に関し、同措置が改訂し変更される可能性は

あるものの、終了することはない旨発言したと

伝えた。 

 同首相は「ＢＨ連邦政府は、ＩＭＦの継続的な

ＢＨでの活動に強く関与している。ＩＭＦは、既

に実施中の改革プロセスにおいて非常に重要

なパートナーであり、彼らの支援には、資金面

だけでなくその有益な助言に関し、非常に感

謝している。」と謝意を述べ、ＥＦＦの第二回デ

ィスバースの条件とされている燃料税増税に

関しては、「円滑に決定すると見られていたが、

ある政党(注：セルビア系国政与党の「変革の

ための同盟」)が、自分達は市民のために働い

ていると見せかけて、短期的な政治的利益の

ために成立を阻んでいるのは残念である。」と

述べた。続けて「燃料税自体が必要なのでは

なく、その成立の狙いは、大型インフラ・プロジ
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ェクトを開始させることにある。」と指摘した。 

 また、司法改革及び改革アジェンダの遂行

においては、ＲＳと定期的に連絡を取り合い連

携しており、エンティティ間の協力関係に満足

していると述べ、また、未だ完全には始動して

いない調整メカニズムの早期開始を望むと付

言した。 

 

●ＢＨ、観光客年間増加率世界第６位 

 １８日付ボスニア・デイリー紙によれば、ＢＨ

は、観光客の年間増加率が２６％を記録し、

同ランキングにおいて世界第６位となった。な

お、この増加率は欧州平均の４倍。 

 

●ＢＨ連邦政府、観光業への共同出資事業に

２，７００万ＫＭを拠出（１２日） 

 ２０日、ＢＨ連邦政府は、観光の開発に関す

る６件の共同出資プロジェクトに、合計２，７０

０万ＫＭ（約１，３８１万ユーロ）を拠出する決

定を採択した。 

 ジャポＢＨ連邦環境・観光大臣は、政府決定

後の記者会見において、「観光開発に向けた

共同出資は、環境産業を強化、促進及び現代

化する手法のひとつである。」と述べた。同プ

ロジェクトの中には、スポーツやリクリエーショ

ン、冒険ツアーを発展させるものや、ＢＨに観

光客を誘致する旅行代理店を支援しＢＨ連邦

の観光資源を宣伝する特別プログラムが含ま

れている。 

 

（３）経済協力 

●ＥＵ代表部、地雷関連案件に７０万ユーロを

支援（１１日） 

 １１日、在BHＥＵ代表部において、コニツ市、

ルカバッツ市、トラブニク市他計１１市におい

て２年間に渡り実施される、計７０万ユーロの

地雷関連２案件の署名式が行われた。同案

件は、１１６名の地雷被害者及びその家族に

対して起業及び心理社会支援の面で個別に

援助するもので、国際ＮＧＯや現地ＮＧＯ、市・

カントン政府とＢＨの地雷対策組織であるＢＨ

ＭＡＣの協力の下実施される。 

  

●ＥＵ基準を満たしたビハチ市下水処理場の

稼働（５日） 

５日、ビハチ市において、環境に優しく衛生

的な下水収集処理を可能とする処理場が完

成し稼働を開始した。同処理場を建設したプ

ロジェクトは、総額が２，５６０万ユーロで、うち

１，７５０万ユーロを独開発銀行ＫｆＷが、３００

万ユーロをＥＵが、５００万ユーロをＢＨ連邦の

諸機関が拠出し、５万５，０００人以上の住民

の生活環境の改善及び主にウナ川の環境保

護を目的として実施された。同プロジェクトに

より、４５ｋｍの既設下水管が取替えられ、３３

ｋｍの下水管及び２１ｋｍの雨水排水管が新

規に敷設された。 

なお、同プロジェクトにより、ビハチ市は、サ

ラエボ市、モスタル市、ビイェリナ市とともに、

あらたにＥＵ基準の下水処理システムを持つ

自治体となった。 

 

（４）民間セクター 

●ズビズディッチ閣僚評議会議長、中国の投

資企業と会談 

 １７日付ボスニア・デイリーによれば、ズビズ

ディッチ閣僚評議会議長は、中国企業ＣＲＲＳ

アーバン・トラフィック社（ハンガリーにある中

国中車の欧州拠点企業）の Gu Yifenｇ社長、

及び、ＢＨのＡＳＡプレベント・グループのハス

トル社主と会談し、ＢＨでのビジネス、主に運

輸セクターに対する投資について意見交換を
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行った。会議の席上、同議長は、ＢＨが既に数

社の中国企業と協力関係にあることを述べ、

今後更に交通インフラ建設を中心に多くの分

野で協力関係を発展させたいとの考えを示し

た。これに対し、Gu 社長は、ＢＨを新たな投資

先として考えており、同社がＢＨの最大企業の

一つであるＡＳＡプレベント・グループと協力関

係を構築できたことに満足していると述べた。

ハストル社主は中国最大の投資企業の一つ

がＢＨに進出することは、当地経済の発展に

大きく貢献するだけでなく、それによるインフラ

の強化は新たな投資を呼び込むためにも必

要不可欠であると指摘した。 

 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


